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�　�
農業用水基準 

（農林水���会�　昭和 46 年 10 月 4 日）

�� （水素�オン濃度） 6.0 � 7.5

��� （��的�素��量） 6mg/L �下

�� （��物質量） 100mg/L �下

�� （���素） 5mg/L �上

�-� （�窒素濃度） 1mg/L �下

�� （����度）
0.3mS/cm �下 

30mS/m �下

���

�� （�素） 0.05mg/L �下

�� （�鉛） 0.5mg/L �下

�� （�） 0.02mg/L �下

�-� 生育収量�の��

1 mg/L �下 �った�なし

1 � 3 mg/L �����

3 � 5 mg/L ���、 ときに収量�

5 � 10 mg/L 収量�

10 mg/L �上 収量��

（　　　 ）
法的効力

について
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用水の窒素濃度と水稲生育収量の関係

（東京都農場試験場　1967年）

農業用水の汚濁程度別濃度分級

� � 環境上の条件 （基準値）

カドミウム
0.01mg/L �下 

（�）　0.4mg/kg �下

�シ�ン 検出されないこと。

有機燐 （りん） 検出されないこと。

鉛 0.01mg/L �下

六価クロム 0.05mg/L �下

砒 （ひ） 素
0.01mg/L �下 

（土壌）　15mg/kg �下

総水銀 0.0005mg/L �下

�ル�ル水銀 検出されないこと。

Ｐ�� 検出されないこと。

� （土壌）　125mg/kg ��

ジクロロメ�ン 0.02mg/L �下

����素 0.002mg/L �下

クロロエチレン 0.002mg/L �下

1�2- ジクロロエ�ン 0.004mg/L �下

1�1- ジクロロエチレン 0.1mg/L �下

シス -1�2- ジクロロエチレン ※ 0.04mg/L �下

1�1�1- ト�クロロエ�ン 1mg/L �下

1�1�2- ト�クロロエ�ン 0.006mg/L �下

ト�クロロエチレン 0.03mg/L �下

�トラクロロエチレン 0.01mg/L �下

1�3- ジクロロ�ロ�ン 0.002mg/L �下

チウラム 0.006mg/L �下

シ�ジン 0.003mg/L �下

チオ�ンカル� 0.02mg/L �下

�ン�ン 0.01mg/L �下

セレン 0.01mg/L �下

ふっ素 0.8mg/L �下

ほう素 1mg/L �下

1�4- ジオ��ン 0.05mg/L �下
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（農用地）

（農用地（田に限る。））

農業(水稲)用水基準

備考
1．環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、 これを用

いて測定を行うものとする。

2．カドミウム、鉛、六価クロム、砒（ひ）素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液
中濃度に係る値にあっては、 汚染土壌が地下水面から離れており、 かつ、 原状において当該地下水中の
これらの物質の濃度がそれぞれ地下水 1L につき 0.01mg、 0.01mg、 0.05mg、 0.01mg、 0.0005mg、
0.01mg、 0.8mg 及び１mg を超えていない場合には、 それぞれ検液１Ｌにつき 0.03mg、 0.03mg、 0.15mg、
0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg 及び 3mg とする。

3．「検液中に検出されないこと」とは、 測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、 その結果
が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

4．有機燐（りん）とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。

※平成 31 年 4 月 1 日より「シス -1，2- ジクロロエチレン」を「1，2- ジクロロエチレン」に改正する。

備考


